
 

 

平成２４年３月松伏町議会定例会提出議案概要 

 

 

議案第 １ 号 

松伏町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

１  趣旨 

松伏町固定資産評価審査委員会委員荒井秀雄氏の任期は、平成２４年４月１９日で満

了となるが、後任として横川俊夫氏を選任することについて同意を求めるもの 

２  内容 

（１）住  所 大字松伏２１７５番地２ 

（２）氏  名 横川 俊夫（よこかわ としお） 

３ 任期 

平成２４年４月２０日から平成２７年４月１９日まで 

 

議案第 ２ 号 

専決処分の承認を求めることについて（松伏町税条例の一部を改正する条例） 

１  趣旨 

地方税法の一部改正に伴い、緊急に松伏町税条例を改正する必要が生じ、平成２３年

１２月１４日に松伏町税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、その承認を求

めるもの 

２  内容 

  東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の適用を受ける損失の金額を申告書の提出の

日の前日までに支出したものに限ることとする。 

３ 施行期日 

公布の日 

 

議案第 ３ 号 

松伏町の基本構想の策定等に関する条例 

１  趣旨 

  将来における町のあるべき姿と進むべき方向についての指針となる基本構想の策定等

に関し、必要な事項を定めるもの 

２ 内容 

（１）基本構想の策定義務（第２条関係） 

   町は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、基本構想を策定しなければならな

い。 

（２）基本構想策定等に係る議会の議決（第３条関係） 

   町長は、基本構想を策定又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければな

らない。 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   公布の日から施行し、同日以後に策定される基本構想について適用する。 

（２）松伏町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部改正 
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議案第 ４ 号 

松伏町ペット霊園の設置等に関する条例 

１  趣旨 

 ペット霊園の設置及び管理等が公衆衛生その他公共の福祉の見地から適正に行われる

ための措置を講じ、町民の生活環境の保全を図るもの 

２  内容 

（１）ペット霊園の設置等の許可（第４条関係） 

   ペット霊園を設置し、又は許可を受けたペット霊園を変更（軽微な変更を除く。）

しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。 

（２）ペット霊園の設置等の許可及び許可基準（第５条及び別表関係） 

   町長は、条例に定めるペット霊園の基準に適合している場合でなければペット霊園

の設置等の許可をしてはならない。 

（３）ペット霊園の許可申請（第６条関係） 

   ペット霊園の設置等の許可を受けようとする者は、許可申請書を町長に提出しなけ

ればならない。 

（４）事前協議及び近隣住民等への説明会等（第７条及び第９条関係） 

   ペット霊園の設置等の許可を受けようとする者は、（３）の許可申請の前に町長と

事前協議を行うとともに、ペット霊園の近隣住民等への説明会等を開催しなければな

らない。 

（５）維持管理及び設置者等の責務（第１６条及び第１７条関係） 

   ペット霊園には管理者を置き、その維持管理を適正に行うとともに、地域の生活環

境に配慮し、近隣住民等と良好な関係を保持するよう努めなければならない。 

（６）許可基準に違反した場合の手続等（第２０条から第２４条まで） 

   許可基準に違反した設置者に対して勧告、命令、許可の取消し及び公表等を行うこ

とができる。 

（７）適用除外（第２５条関係） 

   墓地、埋葬等に関する法律の規定による許可を受けた墓地等にペットを埋葬等する

場合及び自らが飼養していたペットを自己所有地等に埋葬等する場合は、この条例を

適用しない。 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

平成２４年５月１日 

（２）経過措置 

  ア この条例の施行の際現にペット霊園を設置している者及びペット霊園の設置に係

る工事を施工している者は、この条例の施行日後３０日以内に、町長に書面を届け

出なければならない。 

イ アの届出をしたペット霊園については、この条例に基づく許可があったものとみ

なし、当該ペット霊園の変更及び廃止については、この条例の規定を適用する。 

 

 

議案第 ５ 号 

松伏町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

１  趣旨 

  結核性疾患による病気休暇について、給料の減額までの期間の特例を廃止するととも

に、規定の整備をするための条例の改正 
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２  内容 

結核性疾患による病気休暇に係る給料の減額までの期間の特例（１年）を廃止すると

ともに、規定の整備を行う。 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２４年４月１日 

（２）経過措置 

   この条例の施行の日前から引き続き結核性疾患による病気休暇により勤務しない職

員については、引き続き給料の減額までの期間を１年とする。 

 

議案第 ６ 号 

松伏町防災会議条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

  松伏町防災会議を構成する委員及びその定数を改定するとともに、規定の整備をする

ための条例の改正 

２ 内容 

（１）松伏町防災会議を構成する委員に町長が防災上必要と認めて任命する委員を新たに

追加するとともに、当該追加された委員の定数を２名とする。 

（２）委員の任期等の規定の整備 

３ 施行期日 

  平成２４年４月１日 

 

議案第 ７ 号 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

１  趣旨 

  スポーツ振興法の全部改正に伴い、規定の整備をするための条例の改正 

２  内容 

  非常勤特別職の名称の変更 

現 行 改正後 

体育指導委員 スポーツ推進委員 

３ 施行期日 

  平成２４年４月１日 

 

議案第 ８ 号 

松伏町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

  乳幼児以外のこどもの通院に係る医療費を市町村民税非課税世帯等に属する者に限ら

ず支給対象とするとともに、規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）通院に係るこども医療費の支給対象者の拡大（第４条関係） 

区 分 現 行 改正後 

通 院 

乳幼児並びに市町村民税非課税

世帯及び市町村民税免除世帯に

属する中学生までのこども 

乳幼児及び中学生までのこども 
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（２）通院に係るこども医療費の支給停止（第９条関係） 

   保護者が次の地方税等を滞納している場合は、市町村民税非課税等の場合を除き、

当該保護者のこども（乳幼児を除く。）の通院に係るこども医療費の支給を停止する。 

  ア 松伏町税条例に基づく町民税、固定資産税及び軽自動車税 

  イ 松伏町国民健康保険税条例に基づく国民健康保険税 

  ウ 松伏町保育の実施等に関する条例に基づく保育料 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２４年１０月１日。ただし、第３条第３号の改正規定（松伏町重度心身障がい

者医療費支給に関する条例に係る部分に限る。）は同年４月１日 

（２）経過措置 

   改正後の松伏町こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後

に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給

については、なお従前の例による。 

 

議案第 ９ 号 

松伏町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

  障害者自立支援法の一部改正等に伴い、重度心身障がい者医療費の支給対象者の住所

地の特例の取扱い等を改定するとともに、規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）重度心身障がい者医療費の支給対象者となっている障害児施設入所者に係る住所地

の特例の取扱いの変更 

（２）障害者自立支援法に規定されている旧法指定施設の移行期間終了に伴う規定の整備 

（３）身体障害者福祉法の規定に基づく障害福祉サービスの提供を委託している者に係る

住所地の特例の取扱いを新たに規定する。 

（４）児童福祉法の一部改正等に伴う規定の整備 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

平成２４年４月１日 

（２）経過措置 

   この条例の施行の際現に受給者証の交付を受けている者は、２の改正により松伏町

の重度心身障がい者医療費の支給対象者でないこととなった場合でも、現在入所して

いる施設等を退所するまでの間は、松伏町の重度心身障がい者医療費の支給対象者と

みなす。 

 

議案第１０号 

松伏町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

  児童福祉法の一部改正等に伴い、規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

児童福祉法の一部改正等に伴う規定の整備 

３ 施行期日 

  平成２４年４月１日 
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議案第１１号 

松伏町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

  育児のための早出遅出勤務を請求することができる職員の条件を追加し、及び病気休

暇の期間を原則９０日に限ること等とするとともに、災害の際職員が受けることができ

る特別休暇の規定の整備等をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）育児のための早出遅出勤務を請求することができる職員の条件の追加（第８条の２

関係） 

（２）病気休暇として療養が認められる期間の改定（第１３条関係） 

ア 病気休暇の期間は、次の（ア）及び（イ）の場合を除き、連続して９０日を超え

ることができない。 

  （ア）公務災害及び通勤災害により負傷し、又は疾病にかかった場合 

  （イ）定期的に通院加療を行うことが医学的にみて明らかに必要と判断された場合で、

規則で定めるところにより任命権者が認める場合 

  イ 連続する８日以上の病気休暇を使用した職員が、当該病気休暇の期間の末日の翌

日から、実勤務日数が２０日に達するまでの間に、再び同一の疾病等により病気休

暇を取得したときは、前後の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。 

  ウ 使用した病気休暇の期間が９０日に達した日後においても、引き続き当初の病気

と明らかに異なる病気のために療養する必要があるときは、アにかかわらず病気休

暇を承認することができる。 

  エ 使用した病気休暇の期間が９０日に達した日の翌日から実勤務日数が２０日に達

するまでの間に、当初の病気と明らかに異なる病気のために療養する必要があると

きは、アにかかわらず病気休暇を承認することができる。 

  オ 病気休暇の療養期間中にある週休日等の勤務しない日は、病気休暇を使用した日

とみなす。 

（３）災害の際職員が受けることができる特別休暇の規定の改定（第１４条関係） 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２４年４月１日 

（２）経過措置 

  ア ２（２）の規定は、平成２４年４月１日以後に使用した病気休暇について適用す

る。 

  イ アにかかわらず、この条例の施行の際現に受けている病気休暇（結核性疾患によ

る病気休暇並びに２（２）ア（ア）及び（イ）に該当する病気休暇を除く。）の期

間は、当該病気休暇に連続する病気休暇の期間の初日から連続して９０日を超える

ことはできない。 

 

議案第１２号 

松伏町介護保険条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

  平成２４年度から平成２６年度までの保険料率を定めるとともに、規定の整備をする

ための条例の改正 

２ 内容 

平成２４年度から平成２６年度までの保険料率を次のように定める。 
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段階 対象者 保険料年額 

１ 
生活保護受給者、老齢福祉年金の受給者で市町村民

税世帯非課税者であるもの等 
２９，２８０円 

２ 

市町村民税世帯非課税者で前年の公的年金等の収入

金額と合計所得金額の合計額が８０万円以下であり

１に該当しないもの等 

２９，２８０円 

※ 

特例３ 
 

市町村民税世帯非課税者で前年の公的年金等の収入

金額と合計所得金額の合計額が１２０万円以下であ

り１及び２に該当しないもの等 

４０，９９２円 

３ 
市町村民税世帯非課税者で１、２及び特例３に該当

しないもの等 
４３，９２０円 

※ 

特例４ 
 

市町村民税非課税者で前年の公的年金等の収入金額

と合計所得金額の合計額が８０万円以下であり１、

２、特例３及び３に該当しないもの等 

５５，６３２円 

４ 
市町村民税非課税者で１、２、特例３、３及び特例

４に該当しないもの等 
５８，５６０円 

５ 
市町村民税課税者で合計所得金額が１２５万円未満

のもの等 
６７，３４４円 

６ 
市町村民税課税者で合計所得金額が１２５万円以上 

１９０万円未満のもの等 
７３，２００円 

７ 
市町村民税課税者で合計所得金額が１９０万円以上 

４００万円未満のもの等 
８７，８４０円 

８ 
市町村民税課税者で合計所得金額が４００万円以上 

５００万円未満のもの等 
１０２，４８０円 

９ 
市町村民税課税者で合計所得金額が５００万円以上 

６００万円未満のもの等 
１０８，３３６円 

１０ 
市町村民税課税者で合計所得金額が６００万円以上 

のもの等 
１１４，１９２円 

※特例第３段階及び特例第４段階は、附則において規定する。 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

平成２４年４月１日 

（２）経過措置 

   改正後の松伏町介護保険条例の規定は、平成２４年度以後の保険料について適用し、

平成２３年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

議案第１３号 

松伏町保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

  国の保育所徴収金基準額表の改定に伴い、規定の整備等をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）一時保育に係る児童の年齢区分の規定を通常保育の場合と同様とする。 

（２）平成２２年度税制改正により、年少扶養控除及び１６歳から１８歳までの特定扶養

控除の上乗せ部分が廃止されたが、保育料の算定にあたっては当該税制改正の影響を

受けないよう規定の整備を行う。 



 - 6 - 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   公布の日 

（２）経過措置 

   改正後の保育料表の規定は、平成２４年４月１日以後の保育の実施に係る保育料に

ついて適用し、同日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。 

 

議案第１４号 

町道の路線認定について 

認定内容 

２－７５７号線 

松伏町大字松伏字内前野２５３１番３地先（起点）から 

    大字松伏字内前野２５３１番１０地先（終点）まで 

  幅員 ４．００ｍ  延長 ６９．３２ｍ 

２－７５８号線 

松伏町田中三丁目２番３１地先（起点）から 

  田中三丁目２番３５地先（終点）まで 

幅員 ４．５０ｍ  延長 ６９．３８ｍ 

 

議案第１５号 

平成２３年度松伏町一般会計補正予算（第４号） 

１ 補正前予算額   ８，１５９，１５１千円 

２ 補正予算額           △４７，９２７千円 

３ 合    計   ８，１１１，２２４千円 

 

議案第１６号 

平成２３年度松伏町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

１ 補正前予算額   ３，４３６，０３３千円 

２ 補正予算額           △４４，７８５千円 

３ 合    計   ３，３９１，２４８千円 

 

議案第１７号 

平成２３年度松伏町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

１ 補正前予算額     ６２１，９３０千円 

２ 補正予算額           △１３，１６０千円 

３ 合    計     ６０８，７７０千円 

 

議案第１８号 

平成２３年度松伏町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

１ 補正前予算額   １，５４８，２１９千円 

２ 補正予算額           △４７，８９９千円 

３ 合    計   １，５００，３２０千円 
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議案第１９号 

平成２３年度松伏町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

１ 補正前予算額     １７１，７２０千円 

２ 補正予算額             １，４３１千円 

３ 合    計     １７３，１５１千円 

 

議案第２０号 

平成２４年度松伏町一般会計予算 

１ 本年度予算額   ７，８８８，０００千円 

２ 前年度予算額   ７，９３６，０００千円 

３ 比    較     △４８，０００千円 

 

議案第２１号 

平成２４年度松伏町国民健康保険特別会計予算 

１ 本年度予算額   ３，６７８，２３８千円 

２ 前年度予算額   ３，３４５，３１６千円 

３ 比    較     ３３２，９２２千円 

 

議案第２２号 

平成２４年度松伏町公共下水道事業特別会計予算 

１ 本年度予算額     ６３９，８３９千円 

２ 前年度予算額     ６０８，３２７千円 

３ 比    較      ３１，５１２千円 

 

議案第２３号 

平成２４年度松伏町農業集落排水事業特別会計予算 

１ 本年度予算額       ７，０９３千円 

２ 前年度予算額       ７，８１９千円 

３ 比    較        △７２６千円 

 

議案第２４号 

平成２４年度松伏町介護保険特別会計予算 

１ 本年度予算額   １，５６２，２１６千円 

２ 前年度予算額   １，５２７，３７３千円 

３ 比    較      ３４，８４３千円 

 

議案第２５号 

平成２４年度松伏町後期高齢者医療特別会計予算 

１ 本年度予算額     １９２，５６８千円 

２ 前年度予算額     １７０，６５９千円 

３ 比    較      ２１，９０９千円 

 

 


